
＜目次＞

１．はじめに

２．競争優位とその持続性

（１） 競争優位

（２） 脅威

（３） バリューチェーンのVRIO 拡張

３．知的財産権に対する既存の評価手法

（１） 知的財産権の価値評価手法

（２） 知的財産権の個別評価指標

（３） 知的財産権の既存戦略的手法

４．問題点の確認

５．経営戦略と一体化した知的財産マネジメントを実現

する知的財産権の評価手法の提示

（１） 第１ステップ：強みとなる知的資産の分類・整理

（２） 第２ステップ：強みに対応する知的財産権の抽出

（３） 第３ステップ：知的財産権による強みの保護レベ

ルの評価

６．参入障壁評価法を用いた知的財産戦略及び知的財産

マネジメントとその他の活用場面

７．本研究の貢献と課題

８．おわりに

１．はじめに

本稿は，企業の経営戦略と一体化した知的財産マネ

ジメントの確立を目指し，これを実現するための知的

財産による参入障壁の評価手法を提示することを目的

とする。

企業経営において競争優位の獲得と持続が重要であ

ることは，広く知られるところである。そして，企業

の競争優位の持続のために，知的財産権が活用されて

いる。この知的財産権による活動は，従来であれば知

的財産権によって模倣を防止すると表現され，近年で

は知的財産権によって参入障壁を築くと表現される。

経営戦略において，知的財産の重要性が年々高まって

おり，「知財経営」や「知的資産経営」といった言葉が

定着してきている。

知的財産を適切にマネジメントするためには，知的

財産の価値を適切に評価することが重要である。ここ

で，知的財産は無形の資産である。市場に流通する有

形資産は取引金額が定められ価値が明確であるが，無

形資産の価値は明確ではない。このため，知的財産の

価値評価に関する研究が盛んであり，様々な価値評価

手法が提案され，その問題点と改良の研究も進んでい

る。

しかし，知的財産の価値評価の研究は，知的財産の

金銭価値評価を主軸とする方向へ深められているもの

の，企業経営の根本である競争優位の持続を図ること

を目的とする知的財産マネジメントに活用するという

観点で一般化されたものが見当たらない。

本稿は，これらの背景を踏まえて，まず，企業経営

に重要である競争優位について概観し（２．），次いで

知的財産に関する既存の評価手法について検討する

（３．）。そして，既存の評価手法について，競争優位の

持続に資する知的財産マネジメントに利用できる要素

の抽出を試み，当該知的財産マネジメントに主軸を置

いた場合の既存の評価手法の問題点を確認する

（４．）。その上で，競争優位の戦略と一体化した知的

財産マネジメントを実現する知的財産の評価手法を考

察し，その具体的手法の骨子を提示する（５．）。

なお，本稿においては，「知的財産」と「知的財産権」

の用語を次のように使い分ける。

【知的財産】

発明，考案，意匠，商標，著作物，回路配置，植物

の品種，営業秘密，およびノウハウ等，競争優位の源

泉となり得るものであって知的財産権による保護対象

となるものをいう。

【知的財産権】

知的財産が権利となった特許権，実用新案権，意匠

権，商標権，著作権，回路配置利用権，育成者権，お

よび秘密管理性等の保護要件を満たす営業秘密やノウ

ハウ等，参入障壁として機能する知的財産をいう。
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また，知的財産権は，次のように分類する(1)。

【絶対的独占権】

客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配

できる権利。具体的には，特許権，実用新案権，意匠

権，商標権，および育成者権をいう。

【相対的独占権】

他人が独自に創作したものには及ばない権利。具体

的には，著作権，不正競争防止法上の利益，回路配置

利用権，および商号権をいう。

２．競争優位とその持続性

（１） 競争優位

「永続的な競争優位性」を持っている企業は，長きに

渡って莫大な富を創出する力を持っていると言われて

いる(2)。

この競争優位は，買い手のために創造できる価値か

ら生まれる。この競争優位を生み出す活動を分析する

基礎概念として，図表１に示すバリューチェーン（価

値連鎖）が提案されている。

バリューチェーンは，「支援活動」と「主活動」から

なる。「支援活動」は，「全般管理」「人事・労務管理」

「技術開発」「調達活動」に分解される。「主活動」は，

「購買物流」「製造」「出荷物流」「販売・マーケティン

グ」「サービス」に分解される。そして，これらの個々

の重要な活動を，競争相手よりもより安く，あるいは

より良く行うことによって，企業は競争優位を入手で

きるとされている(3)。

今日では，バリューチェーンの「支援活動」と「主

活動」をまとめて，例えば，「企画開発」「仕入調達」

「製造」「出荷物流」「販売」「アフターサービス」といっ

たように一列に簡略化して用いられることが多い。

（２） 脅威

競争優位は，常に外部環境における脅威にさらされ

ている。この脅威を分析する手法として，ファイブ

フォース分析(4)がある。図表３は，ファイブフォース

分析の 5つの競争要因を 5つの脅威として表したもの

である。

新規参入の脅威は参入コストによって決定され，参

入コストは参入障壁の有無とその高さによって決定さ

れる。参入障壁は，「①規模の経済」「②製品差別化」

「③規模に無関係なコスト優位性」「④意図的抑止」「⑤

政府による参入規制」が挙げられる。自社の専有技術

（特許権や営業秘密など）やノウハウは「③規模に無関

係なコスト優位性」に分類される(5)。

（３） バリューチェーンのVRIO拡張

企業の強みと弱みの分析手法として，VRIO フレー
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出所：Porter,M,E.(1985). Competitive Advantage. New York:Free Press（邦訳『競争優位の戦略）』ダイヤモンド社，

1985）

図表１ バリューチェーン

図表２ 簡略化したバリューチェーン



ムワークが提案されている。この VRIO フレーム

ワークは，「①経済価値に関する問い」「②希少性に関

する問い」「③模倣困難性に関する問い」「④組織に関

する問い」によって構成されている。そして，この

VRIO フレームワークを用いて，上述のバリュー

チェーンを拡張することで，競争優位の源泉を特定す

る手法が提唱されている。図表４の例にも示されるよ

うに，①及び②を満たせば競争優位（一時的）があり，

さらに③を満たせば持続的な競争優位があるとされて

いる。

このVRIO フレームワークにおける「③模倣困難性

に関する問い」が，知的財産権の関与する部分である。

この点については，後に詳しく考察する。

３．知的財産権に対する既存の評価手法

（１） 知的財産権の価値評価手法

知的財産権の価値評価の手法は，「コストアプロー

チ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」

の三種に大別される(6)。具体的な手法として，実際原

価法，再調達原価法，類似取引比較法・直接法（取引

事例比較法，批准アプローチ），類似取引比較法・間接

法（残差アプローチ），慣行制度基準，全要素生産性方

式（TFP法：Total Factor Productivity），株価時価換

算，計画キャッシュフロー法，単純DCF法，DCF法

のリスク調整割引アプローチ，DCF法の確実性等価

アプローチ（確実性等価 DCF法），確率的 DCF アプ

ローチ（モンテカルロDCF），DCFベース決定木分析

法（デジションツリーアナリシス），バイノミアルモデ

ル，ブラック・ショールズ・モデル，TRRU（登録商
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出所：Barney, Jay B.(2002). Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Second Edition Pearson Education Inc.,

（邦訳『企業戦略論【上】基本編−競争優位の構築と持続−』ダイヤモンド社，2003）

図表３ 5つの競争要因

出所：Barney, Jay B.(2002). Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Second Edition Pearson Education Inc.,

（邦訳『企業戦略論【上】基本編−競争優位の構築と持続−』ダイヤモンド社，2003）

図表４ バリューチェーンをVRIOフレームワークで拡張した例



標）法等が提案されている。

また，価値評価に際して，知的財産の寄与率等が考

慮される。この考慮に関しては，テクノロジーファク

ター法，25％ルール，利益三分法，ポテンシャル・ラ

イセンス・バリュー法（PLV法），リリーフ・フロム・

ロイヤリティ法，PQ法，YKS手法等が提案されてい

る。

これらの各手法の具体的内容については本稿では割

愛するが，価値評価における知的財産の予測不可能性

の問題(7)やリスク(8)等については既に指摘されている

ところである。

また，「ブランド価値」については，プレステージド

ライバー・ロイヤルティドライバー・エクスパンショ

ンドライバーを用いたブランド価値評価モデル(9)が提

案されている。

上述した既存の各種価値評価手法は，いずれも知的

財産権の金銭的価値を算出するものであり有用であ

る。しかし，競争優位を発揮する強みをどの程度保護

できているかが指標として用いられていない。従っ

て，本稿の目的である経営戦略と一体化した知的財産

マネジメントの実現に直接適用できるものではない。

ただし，参考になるものがいくつか見出された。

例えば，知的財産権の価値を判断する手法として，

価値のある特許権は更新料が支払われているはずだと

いう前提に基づく評価方法が提案されている(10)。同

様に，情報提供や閲覧請求および無効審判などのアク

ションと「技術価値残存係数」を加味した「YK値」が

提案されている(11)。これらの指標は，競争優位の持続

に資する重要な知的財産権であるか否かを判断する一

要素としては，ある程度有用と考えられる。

価値評価手法には本稿の目的に完全に合致するもの

がなかったため，さらに調査範囲を広げ，これらの価

値評価の前段階とも言うべき知的財産権の個別評価，

および知的財産戦略について，既存のものを確認す

る。

（２） 知的財産権の個別評価指標

知的財産権の評価として，個別評価に類するものを

確認する。

まず，図表５に示す「特許評価指標（技術移転版）」

が 2000年に特許庁から公表されている。

また，日本弁理士会の知的財産価値評価推進セン

ターから，図表６に示す指標が提案されている。

他にも，企業において，独自の発明の評価基準が

種々検討され採用されている。具体例として，評価項

目の多いものを 2 例ほど掲載する（図表７，８）。

上述した図表５の「特許評価指標（技術移転版）」の

各評価指標のうち，特許の権利化状況，権利の存続期

間，発明の技術的性格，権利としての強さ，抵触可能

性，代替技術との技術優位性などは，参入障壁として
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出所：特許庁『特許評価指標（技術移転版）』

評価目的に応じて上記評価結果を総合的に判断する。総合評価

【発明の事業化可能性】

事業障害，特許の事業への寄与度，代替技術出現の可能性，侵害対応の容易性

【事業化による収益性】

事業規模，収益期待額

事業性評価

【技術移転の信頼性】

事業化に向けた追加開発の必要性，技術導入後の技術支援の有無，技術導入時の技術指導の有無，ラ

イセンス制約条件

【権利の安定性】

権利者の侵害対応の義務や協力

移転流通性評価

【権利としての技術支配力】

特許の権利化状況，権利の存続期間，発明の技術的性格，権利としての強さ，抵触可能性，代替技術

との技術優位性

【技術としての完成度】

発明の実証度合い

権利固有評価

発明の名称，特許番号，出願日，権利者名など，評価の前提となる基本的事項と評価者及び評価の視

点。

フェイス項目

具体的評価項目など項 目

図表５ 特許評価指標（技術移転版）



の有効性を図るために用い得る。

また，図表６の機能別パッケージによる寄与割合を

測る評価設定項目は，競争優位の強さの価値や参入障

壁としての有効性の評価に利用し得る。

さらに，図表７，８に示した 2 例の発明の評価基準

については，その技術に対してコストをかけて特許権

の取得活動を行うか否か決めるための基準であるか

ら，企業の「競争優位」とその「持続性」に関係する

技術価値の評価にも利用可能な部分がある。例えば，

図表７の「商業上の利益」「他社実施動向」「代替技術

がない」「技術寿命が長い」「他社も必然的に必要とな

る発明である」「セールスポイントにつながる」など

は，強みの評価に利用でき，「侵害確認容易性」や「他

社実施動向」などは特許権による保護レベルの評価に

競争優位を持続させる知的財産マネジメントのための参入障壁評価

パテント 2012Vol. 65 No. 1 − 81 −

内部環境分析

■機能性評価（機能自体の特質）

・その機能は顧客ニーズ（顕在，潜在，未知）に合致する

のか

・その機能の効果はフィジカルベネフィット，メンタルベ

ネフィットの両面から捉えられているか

・その機能はリバースエンジニアリング可能なものか

・その機能の実装するためのコスト

・その機能の寿命（顧客への訴求する残存期間）

・その機能は自社製品に付加価値を与えるものか

・・・

外部環境分析

■事業性評価（競合との関係をふまえた機能の特質）

・その機能は他社製品との差別化を図ることができるもの

か

・その機能は新規参入の脅威を克服するものか

・その機能は既存競争業者の間の敵対関係で自社の強さを

強化するものか

・その機能は代替製品からの圧力を低減するものか

・その機能は代替製品の圧力を競合他社に与えるのに寄与

するか

・その機能は買い手の交渉力を弱めるものであるか

・その機能は自社の買い手としての交渉力を高めるものか

・その機能は売り手の交渉力を弱めるものであるか

・その機能は自社の売り手としての交渉力を高めるものか

・・・

■社会適応性評価（環境との関係）

・その機能は CSRの面で寄与するものであるか

・その機能を実装するのに政府等の許認可が必要となるか

・その機能を実装するのに他の法律の規制があるか

・・・

図表６ 機能別パッケージによる寄与割合を測る評価設定項目

出所：日本弁理士会『パテント 2010.5 Vol.63』P.108 知的財産価値評価推進センター

図表７ 評価時点別に発明の評価基準を設定している例 1

出所：経済産業省 特許庁編著『戦略的な知的財産管理に向けて 技術経営力を高めるために 知財戦略事例集』（経済

産業調査会）p.89〜 91

Ｅ．商業上の利益

Ｄ．実施予定２．事業的評価

Ｃ．代替技術（現在知られたもの）

Ｂ．発明の効果

Ａ．技術的完成１．技術的評価度

小項目大項目

① 発明提案書の提出時

Ｋ．特許性

Ｊ．発明提案書充実度

Ｉ．他社実施動向

Ｈ．侵害確認容易性３．権利活用評価

Ｇ．環境対応

Ｆ．業界標準度

４．特許性評価

２．事業的評価

Ｅ．他社も必然的に必要となる発

明である

Ｄ．技術寿命が長い

Ｃ．代替技術がない

Ｂ．共有性がある

Ａ．発展性がある１．技術的評価度

小項目

４．特許性評価

大項目

② 海外出願の判断時

Ｌ．侵害確認容易性３．権利活用評価

Ｍ．他社実施動向

Ｎ．特許性

Ｋ．差別化技術

Ｊ．イメージアップ

Ｉ．海外事業展開に役立つ

Ｈ．商品化が容易である

Ｇ．セールスポイントにつながる

Ｆ．模倣されやすい

４．特許性評価

Ｅ．他社将来実施

Ｄ．他社実施３．権利活用評価

Ｃ．自社将来実施

Ｂ．自社実施２．事業的評価

Ａ．回避困難性１．技術的評価度

小項目大項目

③ 審査請求の判断時

Ｎ．特許性

Ｅ．ライセンス有無

Ｄ．他社将来実施

Ｃ．他社実施２．権利活用評価

Ｂ．自社将来実施

Ａ．自社実施１．事業的評価

小項目大項目

④ 権利維持の判断時

Ｆ．ライセンス可能性
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図表８ 評価時点別に発明の評価基準を設定している例 2

出所：経済産業省 特許庁編著『戦略的な知的財産管理に向けて 技術経営力を高めるために 知財戦略事例集』（経済

産業調査会）p.91〜 93

品質向上技術

コストダウンに係る技術

ＡやＣに該当しない技術Ｂ

新技術の基本部分 等

差別化のキー技術（高機能化，新機能付加）Ａ

ⅰ．技術評価（Ａ〜Ｃの 3段階評価）

① 各フェーズに共通の項目

1，2年の短サイクル技術

技術的誤りによる実施不可能な技術

特許性のない技術（出願後に同一の公知技術

を発見）等

技術進歩により陳腐化した技術

代替技術よりコストの高い技術Ｃ

顧客からのクレーム対応技術 等

特定製品／ユーザ技術

代替技術

細部改良技術 6

生産中5

生産が確定した段階4

製品化に向けた試作段階3

基礎研究段階2

構想段階1

ⅱ−１．自社実施評価（以下の 1〜 6 に分類）

Ｂより低いもの，あるいは不明のもの

生産高＝○億円／年以上 かつ 成長性＝○％

／年以上 かつ 継続性＝○年以上

Ｂ

生産高＝○億円／年以上 かつ 成長性＝○％

／年以上 かつ 継続性＝○年以上

Ａ

ⅱ−２．自社経済評価（自社実施評価 4または 5につ

いて，Ａ〜Ｃで 3段階評価）

生産中止

Ｃ

実施可能性無Ｃ

実施可能性不明Ｂ

実施中，あるいは実施可能性が極めて高いＡ

ⅲ−１．他社実施評価

容易に代替可能Ｃ

多少の犠牲により代替可能Ｂ

対抗製品の開発が困難Ａ

ⅲ−２．他社牽制力評価（他社実施評価ＡまたはＢについて，Ａ〜Ｃの 3段階評価）

技術評価がＣのものＣ

技術評価がＢのもの（上記に該当する場合を除く）Ｂ

技術評価がＡ，あるいは，技術評価はＢだが自社経済評価，他社実施評価，他社牽制力の各評価のうち一つ

でもＡのもの

Ａ

ⅳ．総合評価（Ａ〜Ｃで評価）

自社が相当規模で実施しているもの，他社が実施している可能性が高いもの，他社が近く実施する可能性が高いも

の，あるいは既に他社にライセンス済みまたは交渉中のものは権利維持する。

ⅵ．権利維持要否

総合評価がＡであれば，応答する。

総合評価がＢであれば，自社で大規模に実施しているもの，他社が実施している可能性が高いもの，他社が 2年以

内に実施する可能性が高いもの，既に他社にライセンス済みまたは交渉中のもの，あるいは明細書の記載不備等，

容易に拒絶査定が覆せることが明らかなものは応答する。

ⅳ．拒絶理由通知時対応

総合評価がＡであれば，応答する。

総合評価がＢであれば，審査段階で価値ある範囲での権利取得が可能な場合に応答する。

② フェーズごとに異なる評価項目

ⅴ．拒絶査定時対応

上記の総合評価がＡまたはＢであれば出願し，Ｃであれば出願しない。

総合評価がＡまたはＢ，かつ自社あるいは他社が，現在実施あるいは近く実施する見込みのあるものは，審査請求

を行う。

ⅲ．審査請求要否（出願後〜審査請求期間満了前）

総合評価がＡまたはＢ，かつ業界をリードするような話題性のある商品への適用技術等で，他社の早期追随（2年以

内）が確実視されるものは，出願と同時に審査請求を行う。

ⅰ．出願要否

ⅱ．審査請求要否（出願と同時）



利用できる。また，図表８の「差別化のキー技術」や

「新技術の基本部分」や「生産高と成長性と継続性」な

どは強みの評価に利用でき，「他社牽制力」などは特許

権による保護レベルの評価に利用できる。

しかし，これらの評価指標は，そもそも特許評価や

発明評価の指標であるから，いずれも営業秘密の評価

などが含まれていない。また，複数の強みの連携や事

業全体としての強さの評価も言及されていない。企業

の「競争優位」とその「持続性」を総合的に評価する

ためには，営業秘密の評価や複数の強みの連携，およ

び事業全体としての強さの評価等も必要になる。この

意味で，経営戦略と一体化した知的財産マネジメント

に十分な評価手法・評価指標とは言えない。

（３） 知的財産権の既存戦略的手法

さらに，評価をひとまずおいて，知的財産の戦略的

手法について既存のものも確認した。一般に利用され

るのは「パテントマップ」であり，課題や機能，権利

者等の軸で特許の件数や時系列変化の状況が確認され

る。しかし，これらは権利や出願の状況を可視化した

にすぎず，特許権以外の競争優位に関する項目，例え

ば営業秘密として強固に守られている独自技術などは

評価対象になっていない。このため，全体的な経営戦

略と一体化するまでには至っていない。

他にも，「技術占有率− PLC 評価フレームワー

ク」(12)，「コスト意識を伴う技術開発一体型研究開発と

パテントマップ」(13)，「知財経営指標と知財活動指標一

覧」(14)等，種々のフレームワークや活動指標が提唱さ

れているが，経営戦略と一体化した知的財産マネジメ

ントに十分とは言えないものであった。

1つ，本稿の目的に対しても有効な考え方と言える

「特許の経済効果の評価手順」(15)が提唱されていたの

で，簡単に説明する。この具体的手順の概略は，①特

許が採用されている製品の性能機能（セールスポイン

ト）の対他社競争力をランク付けし，②その複数の

セールスポイントを主要なものからランク付けし，③

そのセールスポイントが特許（群）でどれだけカバー

されているか評価し，④その特許（群）が複数の特許

から構成されている場合に寄与度を各々に按分する。

これにより，個々の特許による経済効果を求めようと

するものである。

経済効果を求める手前の手順①〜③は，知財マネジ

メントのための評価にも利用し得る有益な考え方であ

る。しかし，上述の手順は，競争優位を発揮する重要

なポイントでありながら有効な保護手段を未だ構築で

きていないケースが評価対象に挙がらない点，特許に

限定されているために営業秘密等は対象になっていな

い点などの課題が残っている。

４．問題点の確認

知的財産権の価値評価指標から知的財産戦略まで

遡って確認したが，経営戦略と一体的な知的財産マネ

ジメントを可能とする評価手法については見出すこと

ができなかった。

知的財産権の活用は，自社の競争優位性を保護する

「①参入障壁としての活用」と，ライセンス許諾による

収入等の「②新たな収益源としての活用」の 2種類に

大別できる。

最初に確認した「（１）知的財産権の既存の価値評価

手法」は，上記「②新たな収益源としての活用」に重

きを置いている感が否めない。そして，そもそも目的

が異なるものであるから，企業の本質的な活動に関わ

る「①参入障壁としての活用」を重視した知的財産マ

ネジメントのための評価に適しているとは言えなかっ

た。

また，次に確認した「（２）知的財産権の既存の個別

評価指標」は，1 つの特許権という個別案件に偏って

おり，有用な指標はあるものの，全体の知的財産マネ

ジメントには適していなかった。

そして，最後に確認した「（３）知的財産権の既存戦

略的手法」は，有用な考え方ではあるが，特許権に限

定された偏ったものであり，営業秘密も含めた総合的

な知的財産マネジメントに最適なものではなかった。

そこで，企業経営の本筋である「①参入障壁として

の活用」，すなわち「競争優位の持続」と「一体的」な

「参入障壁の構築」を目的とした総合的な知的財産マ

ネジメントを実現する知的財産権の評価手法を考察す

る。

５．経営戦略と一体化した知的財産マネジメント

を実現する知的財産権の評価手法の提示

経営戦略と一体化させるためには，従来のパテント

マップ等のように権利や出願ありきで検討する方法で

はなく，「競争優位」の構築・持続を主軸に置かねばな

らない。
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そこで，「競争優位性を発揮している強みの評価」

と，その強みを持続するための「知的財産権による参

入障壁性の評価」の 2 つの側面から考察した。そし

て，この 2つの側面を用いた 1つの評価手法を見出し

た。この評価手法は，競争優位を持続させる参入障壁

の評価に他ならないため，参入障壁評価法（Method

of Entry Barrier Assessment：略して EBA法）と呼

ぶこととする。この参入障壁評価法は，バリュー

チェーンを拡張したVRIO フレームワークを，知的財

産マネジメント用にカスタマイズしたようなイメージ

であり，上述した従来の評価手法から抽出した評価指

標等も分類・整理して組み込んで完成させたものであ

る。

評価対象の 1つである「強み」は，知的財産が中心

となるが，さらに広げて知的資産全般を取り扱うこと

とする。参入障壁性の評価対象となる知的財産権は，

第 2頁の定義のとおりである。

本手法では，図表９に示すように，競争優位を発揮

する「強み」と，その強みを知的財産権で保護するこ

とによる「参入障壁」を一体的に評価する。そのため

に，図表 10に示すように，①強みとなる知的資産の分

類・整理，②強みに対応する知的財産権の抽出，③知

的財産権による強みの保護レベルの評価，という 3つ

のステップを実施して，最終的な総合評価を行う。そ

うすることで，技術面については図表 11，図表 12に

示すように，ブランド面については図表 13，図表 14

に示すように評価結果が得られる。そして，総合評価

を高めるために，どの強みの保護を強化するべく知的

財産をマネジメントすればよいか，権利維持せずとも

強み保護には影響のない知的財産はどれかが判別可能

となる。

なお，図表 11〜図表 14は，製造系中小企業として

仮想企業Ｚを想定し，評価したものである。中小企業

は 1つの事業を行っていることが多いため，1つの事

業Ａの評価で足りるが，複数の事業を行っている大企

業の場合は，事業Ａ，事業Ｂ，事業Ｃ，…といったよ

うに，事業単位でこの評価を行えばよい。

本手法の第 1 の特徴は，「競争優位性を発揮してい

る強みの評価」，すなわち強みの抽出とその評価を最

初に行うために，参入障壁の有無にかかわらず，経営

戦略にとって重要な競争優位の源泉を網羅できる点に

ある。

第 2の特徴は，競争優位の源泉となる強み毎に「知

的財産権による参入障壁性の評価」を行うため，「持続

性の高い競争優位」と「模倣の脅威にさらされている

一時的競争優位」が明確になる点にある。

第 3の特徴は，競争優位を維持するために選択と集

中を実行する知的財産マネジメントを実現できる点に
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図表９ 参入障壁評価法の評価対象

第 1ステップ：

強みとなる知的資産の分類・整理

① 強みの抽出

② 強みの分類・整理

③ 強みの評価

④ 事業価値の評価

第 2 ステップ：

強みに対応する知的財産権の抽出

① 強み毎の知的財産権の抽出

② ブランドとコンセプトの抽出

第 3 ステップ：

知的財産権による強みの保護レベルの評価

Ａ．技術面の評価

① 評価項目

② 評価準備

③ 絶対的独占権評価

④ 相対的独占権評価

⑤ その他の評価指標

⑥ 保護の多重性の評価

⑦ 強み別総合評価

⑧ 事業別の参入障壁性の総合評価

Ｂ．ブランド面の評価

① 評価項目

② 評価準備

③ ブランド価値の評価

④ ブランド保護レベルの評価

⑤ 総合評価

Ｃ．事業拡張対策の評価

① 評価指標Ⅰ：事業拡張性

② 評価指標Ⅱ：他分野拡張保護性

図表 10 参入障壁評価法の概要



ある。本手法による評価を定期的に行えば，「新たな

競争優位の構築状況」と「競争優位の保護状況」が時

系列に見えるため，「有限の競争優位」の「新規開発の

連続性」による「持続的な競争優位」の状況を把握し

得る。このため，少ないが強烈な競争優位によって一

気にシェアを拡大しながら，次の競争優位を開発でき

ずに次第に衰退する危険な状況も把握可能となる。

なお，本手法は，競争優位の持続性について総合評

価を行い，適切な知的財産マネジメントを実施するこ

とを目的としているが，本手法に用いる個別の評価指

標は，知的財産権そのものの価値を評価する場合にも

利用ができる。

以下，このような評価結果をアウトプットする参入

障壁評価手法について，その実施方法をステップ毎に

順番に説明する。

（１） 第 1ステップ：強みとなる知的資産の分類・整

理

① 強みの抽出

まずは，競争優位性を発揮する企業の強み，すな

わち知的資産を洗い出すことが必要となる。強みの

洗い出しは，漏れなく数多く抽出することが，評価

対象の企業にとって重要である。このため，どのよ

うな強みが存在するか，多数の観点から行うことが

望ましい。

抽出方法としては，企業内で洗い出す「内部から
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図表 11 技術面の保護レベルの評価の例

（仮想企業Ｚ 製造系中小企業）
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Ⅳ − − 4 4 2 − − − − − − −
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Ⅵ − − 1 2 2 − − − − − − −
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の把握」と，アンケート等による「外部からの把握」

を併用し，共通する内容をグルーピングする方法が

挙げられる。

② 強みの分類・整理

次に，抽出した強みを分類・整理する。この分

類・整理は，企業活動に即した形にすることが望ま

しい。このため，図表２に示した「バリューチェー

ン」を用いて分類・整理する。このバリューチェー

ンは，知的財産権による参入障壁の検討と非常に親

和性が高く，大いに使えるツールである。

具体的には，図表 11 の上部に示す「企画開発，仕

入調達，製造，出荷物流，販売，アフターサービス」

のように，企業活動のバリューチェーンを作成す

る。そして，上記①で洗い出した強みを各段階に振

り分け，図表 11 の「製法①の開発，設備②の開発，

高品質材料の調達力，…」のように整理する。

③ 強みの評価

ここまでに分類・整理した各強みの評価を行う。

図表 11 は，評価の最高値を「5」として，各強みを

0〜 5 で段階評価している。この評価により，強み
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図表 12 強み別総合評価の例

（仮想企業Ｚ 製造系中小企業）
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※持続性は，強みの寿命と知的財産権の存続期間の短い方を採用することを基本とする。

【理由】競争優位を発揮している強み（特に企画開発段階，製造段階）に対する保護レベルが「5」や「4」

と高い。これらの強みは，当業者想到困難な技術が多く，秘密管理の実行力も高い。営業秘密による保護

レベルが高く，スコアも高い上に，相互の関連性も高いため，総合評価を 4とする。

【コメント】秘密管理について，現状での実効性は高いものの，社員の退職後の守秘義務等の整備が不足し

ている。社内規則等を書面で強化することが望まれる。
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の価値が低いために知的財産権を取得しても効果の

低いもの等が明確になる。この評価は，重要部分を

選択してそこに集中することで高い効果を発揮する

ことを目的としている。このため，企業が競争優位

性を発揮している強みか否かを基準に評価するべき

である。

ⅰ）強みの評価

強みの評価は，（Ａ） 重要な商品・サービスか否

か，（Ｂ） 顧客の期待に直結するか否か，（Ｃ） 強

みそのものが競争優位に与える影響性，といった観

点で総合的に行う。

（Ａ）「重要な商品・サービスか否か」は，「生産

高と成長性と継続性（図表８）」や「商業上の利益

（図表７）」等を考慮し，未来志向で評価する。未来

志向とするのは，陳腐化していくものを保護してい

ても企業価値を高めているとは言い難いからであ

る。

（Ｂ）「顧客の期待に直結するか否か」は，企業の

外部からの評価を取り入れるものである。「CSRの

面で寄与するか（図表６）」といったことも加味し，

顧客目線での評価を取り入れる。なお，顧客の期待

には，顧客自身が意識していない無意識の期待も存

在するため，この無意識の期待を外さないよう注意

が必要である。

（Ｃ）「強みそのものが競争優位に与える影響性」

は，可能な限り客観的に評価する。具体的には，

「セールスポイントにつながる（図表７）」か否か，

「差別化のキー技術（図表８）」に該当するか，「代替

技術との技術優位性（図表５）」がどの程度あるか，

「新技術の基本部分（図表８）」に該当するか，「他社

実施動向（図表７）」を見ても強さを維持できるか，

「発明（強み）の技術的性格（図表５）」はどうかと

いったことも加味して評価する。他にも，図表６に
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図表 13 ブランド別の保護レベルの評価

（仮想企業Ｚ 製造系中小企業）

※評価内の括弧（ ）は，ブランド化した場合の予測価値による重要度を示す。
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図表 14 ブランド別の総合評価

（仮想企業Ｚ 製造系中小企業）
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示された「実装コスト」，「自社製品に付加価値を与

えるものか」，「フィジカルベネフィット」，「メンタ

ルベネフィット」，「買い手の交渉力を弱めるもので

あるか」，「自社の買い手としての交渉力を高めるも

のか」，「売り手の交渉力を弱めるものであるか」，

「自社の売り手としての交渉力を高めるものか」と

いったことも加味する。

ⅱ）強みの寿命の評価

例えば技術が強みである場合，新技術がなかなか

開発されない業界であれば「技術寿命が長く（図表

７）」，日進月歩で新技術が提供されるような業界で

あれば技術寿命が短い。このように，強みの寿命は

競争優位の持続性に実質的に影響するため，参入障

壁による持続性とは別に評価する。

④ 事業価値の評価

評価対象の事業の事業価値は，例えば売上高と利

益率，および市場成長率を考慮して評価する。図表

11 に例示する事業Ａは，仮想企業Ｚにとって，今後

も市場成長が見込まれるとともに，売上高と利益率

が他の事業に比較して高いものとしている。このた

め，0〜 5 の段階評価で最高の「5」と評価している。

なお，この事業価値の評価に際して，「スター」，「金

のなる木」，「問題児」，「負け犬」に分類する PPM分

析（Product Portfolio Management）を利用しても

よい。

なお，ここまでの内容は，バリューチェーンを

VRIO フレームワークの「①経済価値に関する問い」

「②希少性に関する問い」で拡張し，知的財産マネジメ

ントに資する評価のためにカスタマイズしたものと言

える。次の第 2 ステップで，VRIO フレームワークの

「③模倣困難性に関する問い」をカスタマイズし，知的

財産マネジメントに特有の評価を行う。

（２） 第 2ステップ：強みに対応する知的財産権の抽

出

① 強み毎の知的財産権の抽出

第 1ステップで最終的に抽出された優先順位の高

い強み・活動について，対応する知的財産権を個別

に抽出する。

抽出に際しては，ノウハウ等の営業秘密，及び既

に出願あるいは権利取得している知的財産権を全て

ピックアップし，強みとの対応付けを行う。1 つの

強みに対して複数の知的財産権が存在するか取得可

能であれば，その複数の知的財産権全てを抽出す

る。多種類の知的財産権を抽出することで，より適

切な評価が可能となる。

これらの抽出は，強みに対応するもの全てをでき

るだけ多く抽出する。抽出の際，特許権，意匠権，

商標権といった絶対的独占権を重視しがちである

が，それ以上に，不正競争防止法により保護される

営業秘密および商品等表示など，他人が独自に創作

したものには及ばない相対的独占権も注意深く抽出

する。絶対的独占権よりも相対的独占権の方が有効

なケースも多いため，重要である。

② ブランドとコンセプトの抽出

知的財産権の抽出段階で，商標権も抽出される。

この商標権も加味しつつ，対象企業のブランドとコ

ンセプトも抽出する。ブランドには，コーポレート

ブランドやプロダクトブランド，機能ブランド等が

あるが，ブランド化しているものに加えて，ブラン

ド化の可能性のあるものも抽出する。さらに，商標

権を取得していないものも抽出する。

また，ブランド抽出と同時に，そのブランドのコ

ンセプトも可能な限り明らかにしておく。ブランド

価値は，コンセプトがはっきりしていてそのコンセ

プトの価値が高いほど高くなりやすい。このため，

合わせてコンセプトも明確にしておくのである。こ

のコンセプトは，例えば図表 13の総合評価の横に

記載する（図表 13では省略している），あるいは別

紙に記載する等の方法で記録すると良い。

このブランドについても，重要度を付与してお

く。この重要度は，売上高，利益率，および将来の

発展可能性により定める。

（３） 第 3ステップ：知的財産権による強みの保護レ

ベルの評価

Ａ．技術面の評価

① 評価項目

技術面の評価には，(a)特許権，(b)実用新案権，(c)

意匠権，(d)技術上の営業秘密，(e)ノウハウ，(f)技能

等の項目を用いる。これらの項目について，下記の評

価指標を用いて強み単位に評価を行う。そして，これ
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らの評価を総合し，それぞれの強みについて，知的財

産権による参入障壁の高さを評価する。

② 評価準備

評価に際して，競争優位を発揮する各強みについ

て，バリューチェーンにおける他の段階の強みとの関

連性を熟考する。単独で機能する強みなのか，それと

も他の段階の強みと関連することで初めて機能する強

みなのかを把握する。

この関連性の評価を前提として，後の個別評価（③

絶対的独占権評価，④相対的独占権評価等）を行う。

つまり，単独でも競争優位性が発揮されている強み，

他の強みと関連がありある程度競争優位性が発揮され

ている強みを評価対象とする。それ以外の強みを評価

対象から予め外しておくと，効率よく評価作業を進め

ることができる。

また，絶対的独占権（特許権，実用新案権，意匠権

等）と相対的独占権（不正競争防止法で保護される営

業秘密等）とは，保護する手法が異なっているため，

各々を評価する。

③ 絶対的独占権評価

絶対的独占権の評価指標として，次の指標を用いる

ことができる。

図表 15 絶対的独占権の評価指標

評
価
指
標

Ⅰ 保護範囲の広さ

Ⅱ 代替手段の可能性

Ⅲ 侵害確認容易性

Ⅳ ステータス

Ⅴ 権利主体区分

Ⅵ 存続期間

例えば，「評価指標Ⅰ：保護範囲の広さ」が広いこと

は，「権利としての強さ（図表５）」における権利範囲

が広く，「他社牽制力（図表８）」が強いことを示す。

特許権であれば，請求項の技術的範囲と対象企業の製

品との比較も行うと良く，「新規参入の脅威を克服す

るものか（図表６）」，「既存競争業者の間の敵対関係で

自社の強さを強化するものか（図表６）」等も加味して

評価する。

また，「評価指標Ⅱ：代替手段の可能性」であれば，

各強みについて，「発明の技術的性格（図表５）」に関

連する代替手段の可能性も検討する。代替手段の可能

性が低いということは，「権利としての強さ（図表５）」

における権利範囲が広く，「他社も必然的に必要とな

る発明（図表７）」である可能性が高いことを示す。こ

の評価に際しては，図表６に示される「代替製品から

の圧力を低減するものか」，「代替製品の圧力を競合他

社に与えるのに寄与するか」，「実装するのに政府等の

許認可が必要となるか」，「実装するのに他の法律の規

制があるか」といったことも加味する。

なお，「評価指標Ⅳ：ステータス」は，出願中，権利

取得済，未着手，権利化不可といったステータス（権

利化状況（図表５））である。

「評価指標Ⅴ：権利主体区分」は，単独の権利か共有

の権利かといった区分を示す。アライアンスメンバー

の権利も評価対象とすることが好ましい。

「評価指標Ⅵ：権利の存続期間」は，文字通り権利の

存続期間である。これは，存続期間の年数をそのまま

表記しても良いが，1：3年未満，2：3〜 5 年，…と

いったように，他の指標と同じく 0〜 5 の段階評価と

した方が見やすくなる。

これらの評価指標について，一定の基準を設け，安

定した評価を行う。例えば，侵害確認容易性であれ

ば，1：確認不可能，2：工場に立ち入る等の必要があ

り非常に困難，3：特殊な検査装置による詳細な検査で

確認可能，…といった形の基準を設ける。他の指標に

ついてもこのような基準を作成しているが，詳細につ

いては割愛する。

④ 相対的独占権評価

相対的独占権の評価指標として，次の指標を用いる

ことができる。

図表 16 相対的独占権の評価指標

評
価
指
標

Ⅰ 営業秘密・ノウハウ・技能の当業者推測可能性

Ⅱ 営業秘密の堅牢性

Ⅲ ノウハウ・技能の習得可能性

Ⅳ 耐タンパ性

これらの相対的独占権についても，絶対的独占権と

同様に，基準を設けて評価する。基準の詳細について

は割愛する。

なお，「評価指標Ⅳ：耐タンパ性」は，例えば，機能

面から強みを発揮している製品部品をブラックボック

ス化し，蓋を空けると回路がショートして復元不可能

にする，内部データを解析しようとすると破壊されて

復元不可能になるといった工夫等の評価である。この
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耐タンパ性は，「リバースエンジニアリング可能性（図

表６）」も加味して評価する。

⑤ その他の評価指標

企業の強みやその保護形態は様々であるから，上記

評価指標以外についても多面的に評価する。評価指標

として挙げる際に必要なポイントは，「他社の追随を

防止できる参入障壁として機能し得るものか否か」で

ある。参入障壁として機能し得る評価指標であれば，

上述した評価指標にその企業特有の個別具体的事情を

加味した評価指標を加える。

また，企業特有の評価指標だけでなく，例えば「権

利保有数」や「権利保有数に対する実施技術の割合」

などを用いてもよい。このような指標は，例えば知的

財産権に対する取り組み姿勢を評価する場合等に利用

できる。

⑥ 保護の多重性の評価

1つの強みを保護する知的財産権は 1つとは限られ

ず，むしろ複数存在する方が好ましい。従って，その

1 つの強みに対する保護の多重性を評価する。例え

ば，複数の特許権を取得している，特許権と営業秘密

とを使い分けている，意匠権も組み合わせているな

ど，多重的に保護している状況を高く評価する。

⑦ 強み別総合評価

上述した各評価指標を総合考慮して，競争優位を発

揮する強み単位に，どの程度の参入障壁性があるかを

評価する。その際，参入障壁性を最も強く発揮してい

る評価指標を基準にして総合評価する。例えば，特許

権を全く持っていなくても，他社に模倣し得ない独自

技術と秘密保持を行っていれば，参入障壁性が非常に

高いと言えるから，高く評価する。

⑧ 事業別の参入障壁性の総合評価

上述した強み単位の合計評価を総合して，さらに事

業の参入障壁性についての総合評価を行う。この総合

評価が，「競争優位の持続性」の最終評価に該当する。

総合評価は，バリューチェーンにおける各段階の保

護レベル，および強みの連携レベル等によって総合考

慮の上決定する。

Ｂ．ブランド面の評価

① 評価項目

ブランド面の評価には，(a)商標権，(b)商標の使用

状況，(c)ブランドの顧客吸引力等の項目を用いる。

② 評価準備

商標等の使用方法により，ブランド種別を整理す

る。ブランド種別としては，コーポレートブランド，

プロダクトブランド，機能ブランド等がある。機能ブ

ランドとは，例えば様々な製品に付加できるイオン発

生技術についてのブランドのように，製品を限定せず

に機能などを付加するものを指す。

③ ブランド価値の評価

(c)ブランドの顧客吸引力は，そのブランドである

から顧客が買っている，ファンが多い，等の状況があ

れば，高く評価する。

④ ブランド保護レベルの評価

ブランド保護レベルの評価指標として，次の図表 17

に示す指標を用いることができる。

図表 17 ブランド保護レベルの評価指標

評
価
指
標

Ⅰ 商標権の商標適切性

Ⅱ 指定商品・指定役務の網羅性

Ⅲ ステータス

Ⅳ 権利主体区分

Ⅴ 商標の使用状況

これらの指標についても，基準を定めて客観的に評

価する。例えば，「Ⅴ：商標の使用状況」であれば，1：

不使用，2：不正使用とならない態様での使用，3：不

使用取消にならない態様での使用，…といった基準を

定めることができる。他の評価指標についても基準を

作成しているが，詳細については割愛する。

⑤ 総合評価

上述した各指標を評価した後，ブランド別の総合評

価を行う。指定商品・指定役務のカバー率が低いケー

スや，商標が不適切なケースなど，各評価指標におい

て低い評価になっている部分にはリスクが存在してい

る。このため，権利主体区分以外の評価指標のうち最

も低い値を総合評価とすることを基本とする。
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Ｃ．事業拡張対策の評価

さらに，将来的な発展を見据えて，事業の拡張対策

も評価することが好ましい。この評価は，次のような

評価指標を用いることができる。

① 評価指標Ⅰ：事業拡張性

拡張可能な事業も含めて保護しているか否かを評価

する。例えば特許権であれば，実施する製品に限定せ

ず，適用可能な製品を広く検討し，機能部分のみで広

く権利化しているか否か等を評価する。

この評価が高ければ，将来的に強みを活かして他分

野へ事業展開する際に，その他分野での事業を保護し

得る。また，他分野の市場について，自社が参入する

前に他社に先を越されることを防止し得る。

② 評価指標Ⅱ：他分野拡張保護性

権利の他分野への拡張状況を評価する。例えば，自

社商品が他の分野に展開して他社に実施された場合

に，その他社による他分野での実施が自社の信用を落

とすような事態を防止していれば，高く評価する。こ

れにより，カラビナ事件(16)のような状況を防止できる

からである。

カラビナ事件では，カラビナとして意匠登録してお

きながら，キーホルダーとしては意匠登録していな

かった。このため，見た目がそっくりで強度の弱い

キーホルダーが安価に販売され，それを阻止できな

かった。このような状況は，間違ってキーホルダーが

カラビナ変わりに使用されると強度が弱く危険であ

り，その間違った顧客からクレームを受けて信用を失

墜することになりかねない。

従って，こういった状況を防止していれば，高く評

価する。

６．参入障壁評価法を用いた知的財産戦略及び知

的財産マネジメントとその他の活用場面

以上のようにして実施した参入障壁評価法による評

価結果は，知的財産権戦略の策定等の幅広い用途で使

用できる。

① 知的財産権戦略の策定と知的財産マネジメント

本手法により，自社の競争優位となる強みをはっき

りと認識し，保護レベルの現状を把握し，競争優位を

持続するための戦略的取り組みが可能になる。しか

も，強み単位で保護の状況を把握できるため，強化す
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位

図表 18 KPI 〜参入障壁評価法に用いる評価指標の例〜

保護範囲の広さⅠ

絶
対
的
独
占
権

技術面
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︵
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障
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強みの寿命Ⅳ

強みそのものの影響性Ⅲ

ステータスⅣ

侵害確認容易性Ⅲ

代替手段の可能性Ⅱ

営業秘密・ノウハウ・技能の当業者推測可能性Ⅰ相
対
的
独
占
権
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Ⅰ
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営業秘密の堅牢性Ⅱ
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ステータスⅢ

指定商品・指定役務の網羅性Ⅱ

商標権の商標適切性

他分野拡張保護性Ⅱ

事業拡張性Ⅰ
新規事業

商標の使用状況Ⅴ



べき部分，不必要に価値の低い権利が集中している部

分なども明瞭になる。

この評価結果を踏まえて，例えばこの強みに関する

特許権の保護を強化する，バリューチェーンのこの工

程に関する営業秘密としての保護を強化する，商標登

録していないこの商品群についてのブランディング戦

略を強化するといった課題も見えてくる。

このように，本手法によって参入障壁性を評価する

ことで，適切な知的財産戦略を立案することができ，

その戦略に沿った適切な知的財産マネジメントが可能

となる。

② 知的資産経営報告書への追加

財務諸表に乗らないオフバランス資産を知的資産経

営報告書等により開示する意思および要求が高まって

いる。そのような中で，本手法による参入障壁性評価

の結果を魅せる化して知的資産経営報告書に追加ある

いは知的財産戦略報告書として開示すれば，評価対象

企業が所有するオフバランス資産の価値を，説得力あ

る根拠とともに論理的に開示できる。特に，強みの関

連性が洗い出されるため，この関連性による競争優位

があれば，他社による追随可能性が低く競争優位が高

いというように，論理的に説明できる。

こうした「競争優位」とそれぞれの関連性，および

「持続性」を，ビジュアル化することにより，対象企業

の強さを解りやすく説明できる。

このようにして，「競争優位」とその「持続性」によ

る自社の強みをステークホルダーに開示することで，

本手法による評価結果を金融機関による融資の判断材

料等としても利用することができる。

③ Ｍ＆Ａ等における企業評価への適用

この適用では，上述した式で算出した値を，将来価

値の減少率に対して適用することが考えられる。参入

障壁性が高く持続性も高ければ，価格競争等による価

値減少率が下がると考えられるから，5年後等の将来

価値を過少評価することを防止できる。また，参入障

壁性が低く，突然業績悪化する可能性がある場合であ

れば，リスクが高いと評価することもできる。

７．本研究の貢献と課題

本稿では，企業の経営戦略と一体化した知的財産マ

ネジメントの確立のために，「競争優位」とその「参入

障壁性」を一体的に評価する参入障壁評価法を提示し

た。本稿の特異点は，経営戦略と「一体的」で「整合

性」のある知的財産の評価手法を提示した点であり，

これにより経営戦略に対する応答性の高い知的財産マ

ネジメントを可能ならしめると考える。

ただし，本稿における研究では，次の課題を残して

いる。

まず，参入障壁性の高さを評価する評価指標を様々

な業種に適用して検証し，一般化指標と業種別特殊指

標を精査・確立する方が良いという課題がある。

また，本手法は，知的財産権の活用における「①参

入障壁としての活用」を中心としたものである。この

ため，例えば自社実施せずにライセンス収入を得てい

る「②新たな収益源としての活用」ができる知的財産

権を，本手法での評価が低いとの理由で放棄しないた

めに，その観点での評価を別箇に行うか，統合させる

必要がある。

なお，本稿に掲載した全ての指標の基準について

は，紙面の都合上掲載を割愛している。

８．おわりに

知的財産権には保護範囲が存在するため，競争優位

となる強みと知的財産権による保護範囲は一致しない

のが常であり，大きさや位置に必ずズレが生じるもの

である。そして，競争優位を獲得することと，知的財

産権を獲得することについて，それぞれのポートフォ

リオの作成がこれまで別個独立に行われていたため

に，個別の権利を強みに適合させようとする部分最適

に留まり，経営戦略と知的財産マネジメントの全体最

適が進まなかったものと考えられる。企業のミッショ

ンステートメントにより競争戦略がストーリーとして

繋がる構造(17)は素晴らしい。この素晴らしい構造と

知的財産マネジメントおよび参入障壁評価を一体的に

して，経営戦略と知的財産戦略が合一となる知財経営

戦略の確立に本稿が役立てば幸いである。
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